
２ 宅地造成及び特定盛土規制法の許可申請等の手数料  

（ 1）宅地造成又は特定盛土等の許可申請手数料（法第 8 条）  

盛土又は切土をする土地の面積（平方メートル）  手数料の額（円）  

500 以内のもの  17,000 

500 を超え 1,000 以内のもの   28,000 

1 ,000 を超え 2,000 以内のもの   40,000 

2 ,000 を超え 3,000 以内のもの   58,000 

3 ,000 を超え 5,000 以内のもの   69,000 

5 ,000 を超え 10,000 以内のもの  94,000 

10,000 を超え 20,000 以内のもの  149,000 

20,000 を超え 40,000 以内のもの  226,000 

40,000 を超え 70,000 以内のもの  360,000 

70,000 を超え 100,000 以内のもの  510,000 

100,000 を超えるもの  660,000 

  

（ 2）宅地造成又は特定盛土等の変更許可申請手数料  

変更理由   手数料  
イ 設計変更  盛土又は切土をする土地の面積

に応じ上表に規定する額の 1/10 
イ、ロ、ハの額の合計

額  
（ただし 66 万円を超

えない範囲とする。）  
ロ  盛 土 又 は 切 土 を す る

土 地 の 追 加 に 係 る 設

計の変更  

追加される盛土又は切土をする

土地の面積に応じ上表に規定す

る額  
ハ その他の変更  12,000 円  

 

  



（ 2）土石の堆積（法第 12 条）  

土石の堆積をする土地の面積（平方メートル）  手数料の額（円）  

500 以内のもの  12,000 

500 を超え 1,000 以内のもの   14,000 

1 ,000 を超え 2,000 以内のもの   17,000 

2 ,000 を超え 3,000 以内のもの   20,000 

3 ,000 を超え 5,000 以内のもの   29,000 

5 ,000 を超え 10,000 以内のもの  32,000 

10,000 を超え 20,000 以内のもの  39,000 

20,000 を超え 40,000 以内のもの  53,000 

40,000 を超え 70,000 以内のもの  74,000 

70,000 を超え 100,000 以内のもの  102,000 

100,000 を超えるもの  132,000 

 

（ 2）土石の堆積の変更許可申請手数料  

変更理由   手数料  
イ 設計変更  土石の堆積をする土地の面積に

応じ上表に規定する額の 1/10 
イ、ロ、ハの額の合計

額  
（ただし 66 万円を超

えない範囲とする。）  
ロ  土 石 の 堆 積 を す る 土

地 の 追 加 に 係 る 設 計

の変更  

追加される土石の堆積をする土

地の面積に応じ上表に規定する

額  
ハ その他の変更  12,000 円  

 

（ 3）中間検査申請手数料  

盛土又は切土をする土地の面積（平方メートル）  手数料の額（円）  

2 ,000 以内のもの  4 ,000 

2 ,000 を超え 3,000 以内のもの  5 ,000 

3 ,000 を超え 20,000 以内のもの  7 ,000 

20,000 を超え 40,000 以内のもの  11,000 

40,000 を超え 70,000 以内のもの  19,000 

70,000 を超え 100,000 以内のもの  31,000 

100,000 を超えるもの  44,000 


